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仕様書 

１ 事業名称 

令和８年度 市政広報用映像コンテンツ作成等業務委託 

 

２ 履行期間 

 令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

 

３ 目的 

本市では、重点施策等について、広報紙やホームページなど各種媒体を用いて計画的かつ効果的な情

報発信に務めているところであるが、その手段の一つとして、重点施策等を多くの方にご理解いただけ

るよう、写真や動画を活用した視覚的に伝わる広報を実施している。 

また、スマートフォン等の普及やデジタル化が進み、情報収集の手段として YouTubeやデジタルサイ

ネージ等が利用されるようになり、動画に触れる機会が多くなっていることから、各所属においても情

報発信だけでなく窓口応対や説明会等に代わる手段としても、動画を作成する機会が増えている。 

これらの動画の質を向上させるため、本事業により、市の重点施策やイベント PR 等の動画に、民間

事業者のノウハウを取り入れ、伝わりやすさ、見やすさ等を向上させた効果的な動画を作成するととも

に、本市職員が行う動画作成等に対し、民間事業者のアドバイスを加えることで、動画を活用した広報

を促進し、広報力の強化や、動画作成を外部発注する際のディレクション能力の向上につなげる。 

あわせてイベントや人物などの広報用写真素材を、本市の広報媒体（広報紙・ホームページ等）にも

活用することで、市民へ分かりやすく市政情報を提供し、施策・制度の理解や利用につなげることを目

的とする。 

 

４ 業務内容 

⑴  デジタルサイネージや YouTube等用映像コンテンツの作成・編集 

本市から提供する大阪市の重要施策やイベント PR等にかかる情報等をもとに、デジタルサイネー 

ジや YouTube等で放映するための映像コンテンツを作成・編集する。 

ア コンテンツ作成・編集    

（ア）コンテンツの作成・編集の種類 

Ａ 本市から提供する文字情報や動画・画像データ等から映像を作成するもの 

なお、BGMやナレーション、字幕等は本市と協議の上、必要に応じて入れること。 

     Ｂ 本市が指定する施策・制度について、受注者が映像コンテンツの企画提案を行い、作成・ 

編集するもの 

       なお、映像コンテンツの内容については、事前に本市と協議の上、その意向を反映して作 

成すること。 

＜参考＞ https://www.youtube.com/watch?v=Gs0lqN5gn9s 

※コンテンツ１つあたりの映像の時間は、15秒から 90秒程度を基本とするが、内容に応じ 

て本市・受注者の協議のうえ設定する。 

（イ）提供する情報 

施策やイベント等の内容に関する情報は本市より電子メールで提供する。また、当該情報の 

映像作成素材として、本市が所有する写真や動画等も随時提供する。 

https://www.youtube.com/watch?v=Gs0lqN5gn9s
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（ウ）撮影 

映像の作成にあたっては、(ｲ)のほか、必要に応じて「４ ⑵」の撮影を実施すること。 

（エ）作成数 

合計 30本 ※内訳は下記のとおり 

Ａ 本市から提供する文字情報や動画・画像データ等から映像を作成するもの 20本 

Ｂ 本市が指定する施策・制度について、受注者が映像コンテンツの企画提案を行い、作成・ 

編集するもの 10本 

※１本の中に放映媒体別のバージョン違い（画面サイズ、再生時間等）を含む。 

 

イ 工程 

(ア)情報提供 

「４ ⑴ ア(ｲ)」により、コンテンツ作成に必要な情報・素材を本市より提供する。 

（イ）企画 

Ａ 本市から提供する文字情報や動画・画像データ等と絵コンテの素案（イラスト・レイア

ウト・アニメーションなどのイメージ）に基づきコンテンツの企画を行う。 

Ｂ 本市から提供する基礎資料に基づき、シナリオや映像の構成、絵コンテの作成など、受

注者においてコンテンツの企画一切を行う。 

（ウ）撮影 

必要に応じて「４ ⑵」に基づいた撮影を実施する。 

（エ）映像コンテンツ等作成 

本市から提供する情報・写真・動画・キャッチコピー・アニメーション・イラストなどを組

み合わせて映像コンテンツを作成する。 

（オ）スケジュール（予定） 

納品日を基準として、概ね次の日程で作業を行う 

1. 本市からの情報提供 「４⑴ ア (ｲ) 」Ａ：35日前 Ｂ：45日前 

2. 絵コンテの提出 30 日前 

3. コンテンツ案の提出 20日前 

4. コンテンツ案 第１回校正 15日前 

5. コンテンツ案 最終校正 ５日前 

※初回に作成する映像コンテンツについてはこの限りではなく、本市と別途調整を行うこと。 

※必要に応じて「４ ⑵」に基づいた撮影をする際は、上記「2.絵コンテの提出」から「4. 

コンテンツ案 第 1回校正」の間に行うこと。 

（カ）その他 

映像コンテンツは、著作権・肖像権等に配慮し、SNS等にアップロードできる内容であるこ

と。また、映像コンテンツへ使用するために本市から提供を行った写真や動画を加工する場合

は、本市の許可を得ること。 

 

 

⑵  動画の撮影 

   「４ ⑴」の映像コンテンツ作成において、本市・受注者とで事前打合せを行い、本市の施策や 

イベントに関する動画の撮影を行う。 
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ア 対象 

撮影対象は、本市の施策やイベントに関するものとして、スタジオでの人物によるシチュエー

ション撮影や、本市施設、イベント、街並みなどを想定している。 

※撮影スタジオや人物（モデル）は本市と協議のうえ、必要に応じて調達すること。 

 

イ 場所 

撮影場所は、原則大阪市内とする。 

 

ウ 数量 

撮影回数は、契約期間を通じて、次のとおりとする。 

なお、本市・受注者協議のうえ、当初計画範囲を超えるまたは、下回る場合にあっても、契約

金額の変更は行わない。 

 

動画撮影：４回 

 

エ １回あたりの撮影時間 

概ね３時間程度（待機を含む全体の拘束時間は５時間程度とする）。なお、撮影準備及び撤収

作業に要する時間は含めない。 

 

オ 安全確保 

撮影にあたっては、各種法令を順守し、周囲の安全確保に十分配慮するとともに、事前に撮影

場所の管理者（責任者）と打ち合わせを行うこと。 

 

カ 雨天等による撮影中止時の対応 

(ｱ) 風景撮影など、日程変更が可能なものは撮影を延期すること。 

(ｲ) イベント等の中止が発生し、本市が指示する撮影ができなかった場合は、撮影回数に含めな 

いものとする。 

 

キ 撮影付随作業 

撮影場所となる施設等への申し入れ、各種許可申請、所管警察署への報告等、撮影に付随して

必要な手続きは受注者が行うものとする。ただし、本市が直接対応するものを除く。 

また、関係者との打ち合わせは、必要に応じて対応すること。 

 

ク その他 

撮影にあたって、広報担当者であることを示す物品（腕章等）が必要な場合は、本市から貸与

する。 

  

⑶ 広報素材（イベント風景等）の写真撮影 

写真撮影にあたり、本市が示した撮影の概要をもとに、本市・受注者とで事前打合せを行い、撮影

を行う。撮影した画像は、必要に応じてトリミングや色の調整などの加工を行う。 
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ア 対象 

撮影対象は、人物、本市施設、イベント、町並み、四季にあわせた風景等を想定している。 

 

イ 場所 

撮影場所は、原則大阪市内とする。 

 

ウ 数量 

撮影回数は、契約期間を通じて、次のとおりとする。 

なお、本市・受注者協議のうえ、当初計画範囲を超えるまたは、下回る場合にあっても、契約金 

額の変更は行わない。 

 

写真撮影：６回 

 

エ １回あたりの撮影時間 

概ね２時間程度（待機を含む全体の拘束時間は４時間程度とする）。なお、撮影準備及び撤収作

業に要する時間は含めない。 

 

オ 撮影における留意点 

撮影にあたっては、同一アングルで縦・横とも複数回撮影することとし、トリミングの有無や

加工の有無を本市と協議のうえ、必要に応じて対応すること。 

      

カ 安全確保 

撮影にあたっては、各種法令を順守し、周囲の安全確保に十分配慮するとともに、事前に撮影

場所の管理者（責任者）と打ち合わせを行うこと。 

 

キ 雨天等による撮影中止時の対応 

(ｱ) 風景撮影など、日程変更が可能なものは撮影を延期すること。 

(ｲ) イベント等の中止が発生し、本市が指示する撮影ができなかった場合は、撮影回数に含めな 

いものとする。 

 

ク 撮影付随作業 

撮影場所となる施設等への申し入れ、各種許可申請、所管警察署への報告等、撮影に付随して

必要な手続きは受注者が行うものとする。ただし、本市が直接対応するものを除く。 

また、関係者との打ち合わせは、必要に応じて対応すること。 

 

ケ その他 

本市から「ウ」の範囲内で、別紙１による撮影指示があった場合は、すみやかに撮影を行う

こととする。（撮影日については、別途調整を行うこととする） 

なお、撮影にあたって、広報担当者であることを示す物品（腕章等）が必要な場合は、本市か

ら貸与する。 



5 

 

 

⑷  広報素材（人物及び風景等）の写真提供  

本市広報に適した写真を提案のうえ、調達し、本市に提供すること。 

写真提供にあたり、本市が示す複数ジャンルの概要をもとに、受注者において企画書を作成するこ

と。 

その企画書をもとに、本市・受注者と協議を行い、提供する写真を決定する。 

納品物は、原則使用期限や加工の制限を設けることなく、広報紙やポスター、ホームページや SNS

等を含む市政広報を目的に本市広報媒体等において使用できるものとすること。 

ただし、やむを得ず被写体（人物モデル）の都合により、画像に使用期限を設けなければならない

場合は、少なくとも画像を使用する時点から３年は本市が使用できるものとし、詳細は本市と協議す

ること。 

ア 対象 

本市の施策に関連するテーマに適合する人物及び風景等 

 

イ 数量 

40点 

なお、本市が示す概要に適合する写真の提供が困難な場合は、本市、受注者が協議のうえ、受注

者による撮影も可能とする。ただし、「４ ⑶」に準じた撮影を実施すること。 

 

ウ 写真提供における留意点 

(ｱ) 本業務において提供する写真は、本市広報の目的のためトリミング等の加工が可能なものと

する。何らかの理由で対応できない場合は、その理由を本市に伝え、承諾を得ること。 

(ｲ) 写真使用の権利関係等を明らかにした後に提供を行うこと。 

(ｳ) 著作権に関する特約条項の適用について、受注者からの企画書をもとに、本市と協議を行う

こと。 

 

エ 写真提供に関する付随作業 

写真提供に付随する必要な手続きは受注者が行うものとする。ただし、本市が直接対応するもの

を除く。 

 

⑸ 動画作成等のアドバイス業務 

本市職員が行う、写真や動画の企画、撮影、編集業務等に関し、職員のスキルアップや各所属で

のノウハウの蓄積となるよう、専門的見地からアドバイスを行うこと。 

ア コンテンツの作成事例 

(ｱ) Power Pointを使用した動画 

＜参考＞https://www.youtube.com/watch?v=BJAxnsAo9zA 

(ｲ) 撮影や編集を行った動画 

＜参考＞https://www.youtube.com/watch?v=ujYJzTsFY74 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BJAxnsAo9zA
https://www.youtube.com/watch?v=ujYJzTsFY74
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イ 提供する情報 

施策やイベント等の内容に関する情報、動画作成の目的、動画作成に関する課題や相談事項等は 

本市より電子メールで提供する。 

 

ウ 数量 

12回（１月あたり想定１回×12か月） 

※月により変動する。 

※１回あたりの従事時間（目安）：概ね２時間程度（撮影や編集の立ち合い等を行う際の拘束時

間は、待機時間を含め４時間程度とする）。 

 

エ アドバイスの実施方法 

  ・対面（各所属の指定する撮影・編集場所）、もしくはオンライン（Microsoft  Teams）によりア

ドバイスを行う。 

   ・各所属が抱える課題や改善可能な点を十分に把握したうえで、受注者が専門的見地からアドバ

イスを行う。 

・なお、撮影・編集時には、本市が使用する機材等にあわせたアドバイスを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

オ 報告書 

・各所属の案件終了ごとに、アドバイスの内容を本市へ報告すること。 

・少なくとも、次の内容を記載することとし、作成にあたっては本市と協議の上、構成を決定す

ること。 

    【記載事項】 

・対応事項の分類（企画、撮影、編集、その他） 

・与件の概要と課題 

・与件の課題への対応方針 

・アドバイス内容と改善できた事項 

・撮影の場合は、カメラ等セッティング位置等が分かる写真または図示 

・同様の与件に対する補足説明や、関連情報など 

 ・提出にあたっては、事前に本市の確認をとること。 

・報告書は、電子データにより提出すること。 

・報告書は提出前に必ずウィルスチェックを行うこと。 

・報告書は、大阪市のイントラネットにおいて公開し、今後職員向けの動画作成時の参考資料と

して活用する可能性がある。 

・納期  案件終了後 14日以内 

使用機材例  

・ビデオカメラ（SONY HDR-CX470、HDR-CX590） 

・撮影用照明機器（LPL TL－500KIT３） 

・アプリケーション（Power Director 、Adobe Premiere Pro、Microsoft office 

PowerPoint） 
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カ 工程 

アドバイスの実施日を基準として、概ね次の日程で作業を行う 

1. 本市からの依頼 35日前 

2. 日程調整 20日前 

3. アドバイス日程の決定 14日前 

4. アドバイス 当日（基準日） 

5. 報告書案の送付 ７日後 

6. 報告書の校正・完了 14日後 

※初回のアドバイスについてはこの限りではなく、本市と別途調整を行うこと。 

急遽アドバイスの要請がある場合等は、内容に応じて本市・受注者の協議を行うこと。 

 

５ 第三者の権利侵害 

受注者は、納品する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権、その他の諸権利を侵害する

ものではないことを保証することとし、成果物について第三者の権利を侵害していた場合に生じる問題

の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 

６ 経費負担区分 

業務遂行にあたって必要となる経費については、すべて本業務委託の委託料に含めるものとし、別途

請求は行わないこと。 

 

７ 支払い 

本業務の履行完了後、検査に合格した場合は、出来高部分に相応する業務委託料相当額について、契

約書の手続きにより支払いを請求することができる。ただし、この請求は月 1 回を超えることができ

ない。 

 

８ スタッフ 

契約締結後、本業務の実施にあたる業務責任者、業務体制についてすみやかに報告し、本市の承認を  

得ること。 

 

９ 成果物 

⑴ 映像コンテンツ 

作成した映像コンテンツを次のとおり提出すること 

ア 納品日 

令和８年４月～令和９年３月の各月末日 

 

イ 納品内容 

作成した動画データを CD-R、DVD-Rにより納品すること。なお、事前に納品媒体のウィルスチ

ェックを確実に行うこと。また、必要に応じて「４ ⑵」において撮影した元データも納品する

こと。 
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ウ 規格 

(ｱ) 解像度 

1,920dpi×1,080dpi 

※上記を基本とするが、掲載媒体により異なる場合は本市の指示に従うこと。 

(ｲ) 容量 

500MB程度（内容によって変動するため随時調整とする） 

(ｳ) ファイル形式 

動画のデータ形式は、YouTube等に投稿可能な MP4形式とし、アスペクト比は 16：9、ビッ

トレートは 8～15Mbps、最大フレームレートは 30fpsとすること。（内容によって変動するた

め随時調整とする） 

 

⑵ 写真撮影データ 

写真のデータ等をまとめた次の成果物を作成し、撮影後３週間以内に、「納品日以下を記載した別

紙１」とあわせて提出すること。なお、加工が必要な場合は、概ねこの期間内に対応するものとする。 

ア コンタクトシート 

撮影写真及びファイル名が記載された一覧を普通紙（A4片面に 1枚当たり 15カット程度）に 

カラー印刷したものを作成すること。 

イ 写真データ（CD-Rまたは DVD-R） 

写真データは次の要件を満たすこと。 

(ｱ) 撮影ごとに媒体を分けること。 

(ｲ) データに加工を施した場合は、元データと加工後データの２種類を納品すること。 

(ｳ) 媒体のディスクタイトルとして、CD番号（半角数字の 2026＋撮影月【例：202606】）を付加

して作成すること。  

(ｴ) ファイル名称は CD番号＋連番（半角数字）【例：2026060001.jpg】とすること。 

(ｵ) データ形式は JPEG形式（概ね 1800万画素以上）とし、できる限り圧縮していない状態で保

存すること。 

(ｶ) 「Thumbs.db」等、拡張子が「jpg（jpeg）」以外のファイルは含めないこと。 

(ｷ) 媒体に契約名称、CD番号、撮影内容（対象物・撮影場所）、撮影日時を印刷または、記載す

ること。 

(ｸ) 媒体はファイリング用 2穴付きのケースに格納すること。 

(ｹ) 媒体のウィルスチェックを確実に行うこと。 

 

⑶  広報素材（人物及び風景）の写真提供 

  ア  写真データ  

「９（２）ア、イ」と同様とする。 

イ 写真の属性（名称、買入元の社名やサイト名）、写真使用の留意点、著作権の帰属等の情報を記

載した一覧をあわせて納品すること。     

 

⑷ その他 

ア スケジュール 

契約後７日以内に作業スケジュールを作成し、本市のチェックを受けた上で提出すること。 

イ 内訳書 

契約後７日以内に、業務委託料内訳書を作成し、本市のチェックを受けた上で提出すること。 
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10 仕様に関する問い合わせ先 

  大阪市政策企画室市民情報部広報担当 田阪、木下 

  所在地 大阪市北区中之島 1-3-20 電話 06-6208-7251 

 

11 その他 

(1) 校正 

映像コンテンツに対し、本市からメールにより校正指示を行う。映像コンテンツの校正は、各月分

に対して原則２回程度とするが、本市の施策状況等に鑑み再校正を依頼する場合がある。 

 

(2) 会議場所 

本業務にかかる当担当との会議（打ち合わせを含む）を行う場所は、原則、大阪市役所本庁舎内会

議室とする。 

 

(3) その他、業務の実施にあたって疑義が生じた場合は、本市と協議のうえ決定すること。 
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障がいのある人への合理的配慮の提供にかかる特記仕様書 

 

（障がいのある人への合理的配慮の提供に関する研修等の実施） 

受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）に基づき、 

合理的配慮の提供が適切になされるよう、大阪市が定めた「大阪市における障がいを理由とする 

差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえた、従事者向けの研修等を実施すること。 

 

 

再委託に関する特記事項 

 

（１） 業務委託契約書（成果物型）第 16条に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、

受注者はこれを再委託することはできない。 

ア 本業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

イ 動画の編集 

ウ コンテンツのデザイン・レイアウト 

（２） 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあ

たっては、発注者の承諾を必要としない。 

（３） 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の承

諾を得なければならない。 

    なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託

相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。 

（４） 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入札に

適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に規定す

る承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の３分の１以内で申請がなされた場合に限

り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者

が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限

りではない。 

（５） 受注者は、業務を再委託及び再々委託等（以下「再委託等」という。）に付する場合、書面により

再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等の相手方に対して適切な指

導、管理の下に業務を実施しなければならない。 

なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又

は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならな

い。また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第 12条第３項に基づき、再委託等の相手方が暴力

団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を業務委託契約書第 16 条第２項及び第 16 条の２第

２項に規定する書面とあわせて発注者に提出しなければならない。 
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公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書 

 

 

（条例の遵守） 

第１条 受注者および受注者の役職員は、本契約に係る業務（以下「当該業務」という。）の履行に際し

ては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平成 18年大阪市条例第 16号）（以下「条例」

という。）第５条に規定する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、当該業務について、条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、

公益通報の内容を発注者（政策企画室秘書部秘書課）へ報告しなければならない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第

12 条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者（政策企画室秘書部秘

書課）へ報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査

に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定

に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。 

 

（発注者：大阪市 受注者：請負者） 

 

（政策企画室秘書部秘書課 ０６－６２０８－７２３１） 
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 生成 AI利用に関する特記仕様書 

 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成 AI を利用する

場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI利用ガ

イドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版）」に定められた以下の利用

規定を遵守すること。 

 

生成 AIの利用規定 

 

• 生成 AIを利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定

の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。 
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます 

  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html 

• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。 

• 生成 AIは、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービス

には利用しないこと。 

• 画像及び動画の生成 AIサービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権を

侵害しないよう選別したコンテンツで AIモデルの学習をしているサービスを利用することを原則と

する。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合は、生

成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として利用する

際は発注者の同意を得ること。 

• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意の

みで利用可能な生成 AIの利用を禁止する。 

• 生成 AI機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新

の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AIによる回答を得る目的での利用を禁止する。 

• 生成 AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること。 

• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。 

• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力

及びそのおそれがある入力を禁止する。 

• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認す

ること。 

• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず

自ら確認すること。 

• 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が

責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。 

• 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用（公表等）

する場合は、生成 AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。 

• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティ

の確保を徹底して適切に運用すること。 
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（別紙１） 

令和８年度 市政広報用映像コンテンツ作成等業務 

  撮影指示書 兼 納品確認票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納
品
確
認 

撮影日 令和  年  月  日 

納品物内訳  

備考  

 

  撮影指示日 令和  年  月  日 

撮影指示者  

撮
影
指
示
内
容 

撮影内容 

撮影対象： 

撮影場所： 

撮影時期  

納品期限  

特記事項  

納品日 令和  年  月  日 

業務責任者  


